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ら

せ

障 害 者 福 祉 サ ー ビ ス

支援費制度が始まります
平成15年4月から

障害者に対するサービスは、今まで、市が事業者もサービス内容もすべて決定（措置制度）して
いましたが、平成15年4月からは、一部のサービスを除き、利用者の自己決定を尊重した「支援費制
度」に変わります。
これにより、利用者自らがサービスや施設などを選択し、事業者と対等な立場の契約により、サ
ービスを利用することができるようになります。

※
く
わ
し
く
は
障
害
者
福
祉
課
（
1

20
‐
１
５
３
９
）
へ
。

支
援
費
制
度
の
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ

ス
は
、
大
き
く
分
け
て
、
①
施
設
サ
ー

ビ
ス
（
施
設
訓
練
等
支
援
）
と
、
②
居

宅
サ
ー
ビ
ス
（
居
宅
生
活
支
援
）
の
二

つ
に
分
け
ら
れ
、
左
表
に
示
す
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
す
る
と
き
に
支
援
費
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
こ
れ
以
外
の
日
常
生
活
用
具

の
給
付
や
手
話
通
訳
事
業
な
ど
の
サ
ー

ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
従
来
ど
お
り
行
わ

れ
ま
す
。

◆
支
援
費
制
度
に
変
わ
る

サ
ー
ビ
ス

来
年
４
月
か
ら
始
ま
る
支
援
費
制
度

を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
市
に
「
支
援

費
の
支
給
申
請
」
を
提
出
し
、
支
給
決

定
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

利
用
を
希
望
す
る
人
は
、
障
害
者
福

祉
課
に
あ
る
用
紙
で
申
請
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
お
よ
び
申

請
手
続
き
に
関
す
る
説
明
会
を
、
次
の

と
お
り
行
い
ま
す
の
で
、
申
請
す
る
前

に
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
説

明
会
終
了
後
、
希
望
者
に
は
個
別
に
相

談
を
お
受
け
し
ま
す
。

【
市
役
所
６
階
大
会
議
室
】

●
日
時
＝
10
月
４
日（
金
）
午
後
１
時

30
分
〜
３
時

【
保
健
福
祉
館
多
目
的
ホ
ー
ル
】

●
日
時
＝
10
月
９
日（
水
）
午
後
１
時

30
分
〜
３
時

【
遠
山
公
民
館
視
聴
覚
室
】

●
日
時
＝
10
月
16
日（
水
）
午
後
１
時

30
分
〜
３
時

◆
10
月
１
日
か
ら
支
援
費
の

支
給
申
請
の
受
け
付
け
開
始

身体障害者 知的障害者 障害児

施設
更生施設 更生施設

サービス
療護施設 授産施設（＊）18歳未満の児童は

（入所・通所）
授産施設（＊）通勤寮 対象になりません

国立コロニー
ホームヘルプサービス ホームヘルプサービス ホームヘルプサービス

居宅 デイサービス デイサービス デイサービス
サービス ショートステイ ショートステイ ショートステイ

グループホーム
（＊）授産施設のうち、小規模授産施設（常時の利用者が20人

未満）は対象になりません。

本人

市 事業者・施設
（サービスを行うところ）

①支援費の
支給申請

②支援費の
支給決定

③契約

④サービスの
提供

⑥支援費の請求

⑦支援費の支払い

支援費制度の
仕組み

⑤利用料の支払い



7

知人から、いいサイドビジネ

スがあると勧められ会場に行

き「組織の会員になり商品を購入し

てくれる人を紹介すればもうかる、

人に勧めるにはまず自分も使ってみ

て」と言われて会員契約と商品購入

契約をしました。しかし人に勧める

自信が無いのでやめたいのですが。

この商法は連鎖販売取引ある
いはマルチ商法と思われま

す。契約書面を受け取ってから20日
間はクーリングオフ（無条件で契約
が無かったことにする）ができます
ので手続きしましょう。

Q

Q & A
消 費 生 活 相 談

※くわしくは消費生活センター
（123-1161）へ。

今回のようなケースには多くの問
題点があります。まれにある成功例
のみ聞かされて、ビジネス経営者と
しての自覚がないまま活動するた
め、大半の人は買った商品と借金が
残り、友人知人との関係が壊れたり
します。また、この商法は法律でさ
まざまな規制があります。
例えば、①特に利益があると広告
する場合はその計算方法などを示す
必要がある、②契約の前に事業の仕
組みなどを書面で示す、③契約時に
クーリングオフなどが書かれた書面
を渡す必要がある。これらのことを
知らないで活動すると自分が加害者

日
ご
ろ
の
点
検
・
清
掃
を
忘
れ
ず
に

10
月
１
日
は
「
浄
化
槽
の
日
」

※
く
わ
し
く
は
環
境
衛
生
課
（
1
20

‐
１
５
３
１
）
へ
。

になる可能性もあり、うまい話には
くれぐれも注意が必要です。
なお、クーリングオフ期間を過ぎ
てもセールストークの問題点などが
あれば、解約交渉ができる場合もあ
ります。

A

合併処理浄化槽の補助金

①維持管理費補助金 ②設置補助金

人槽区分 限度額 人槽区分 限度額

5人槽 18,000円 5人槽 354,000円

6人槽 21,000円 6・7人槽 411,000円

7人槽 24,000円 8～10人槽 519,000円

8人槽 27,000円 11～20人槽 981,000円

10人槽 33,000円 21～30人槽 1,668,000円

11～50人槽 33,000円 31～50人槽 2,238,000円

補助金を活用して快適な生活環境を

10
月
１
日
は
、「
浄
化
槽
の
日
」
で

す
。
浄
化
槽
の
維
持
管
理
を
適
切
に
行

わ
な
い
と
悪
臭
な
ど
で
周
囲
に
迷
惑
を

か
け
る
ば
か
り
で
な
く
、
川
や
沼
の
水

質
悪
化
を
ま
ね
く
原
因
に
も
な
り
ま

す
。ま

た
、
浄
化
槽
の
機
能
を
最
大
限
に

発
揮
さ
せ
る
た
め
に
も
、
日
ご
ろ
の
維

持
管
理
が
大
切
で
す
。
浄
化
槽
を
使
用

し
て
い
る
人
は
、
次
の
こ
と
を
定
期
的

に
行
う
こ
と
が
法
令
で
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

〇

保
守
点
検
…
年
３
〜
４
回

〇

清
掃
…
年
１
回
以
上
（
全
ば
っ
気
方

式
は
年
２
回
以
上
）

〇

法
定
検
査
（
水
質
検
査
）…
年
１
回

市
で
は
、
合
併
処
理
浄
化
槽
の
維
持

管
理
（
保
守
点
検
・
清
掃
）
に
年
間
要

し
た
費
用
の
２
分
の
１
相
当
額
（
左
表

①
）
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
維
持
管
理
費
補
助
金
の
申
請

時
期
は
、
保
守
点
検
お
よ
び
清
掃
の
契

◆
維
持
管
理
費
や
浄
化
槽

の
設
置
に
は
補
助
金
が

約
期
間
の
終
わ
り
の
日
が
属
す
る
年
度

内
（
た
だ
し
、
終
わ
り
の
日
が
３
月
31

日
の
と
き
は
翌
年
度
）
で
す
。

ま
た
、
し
尿
と
台
所
、
ふ
ろ
な
ど
の

雑
排
水
を
併
せ
て
処
理
す
る
合
併
処
理

浄
化
槽
を
設
置
す
る
人
に
、
そ
の
設
置

費
用
の
一
部
（
上
表
②
）
を
補
助
し
て

い
ま
す
。

ま
た
、
合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置
に

伴
い
ト
イ
レ
を
設
置
し
た
場
合
、
水
洗

便
所
設
置
補
助
金
（
１
棟
に
つ
き
１
基
）

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

騒
音
地
域
に
つ
い
て
は
、
維
持
管
理

費
お
よ
び
設
置
補
助
金
と
も
特
例
に
よ

り
補
助
金
の
限
度
額
が
異
な
り
ま
す
。



※
市
営
駐
輪
場
の
利
用
・
登
録
な
ど

く
わ
し
く
は
市
民
生
活
課
（
1
20

‐
１
５
２
７
）
へ
。
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10
月
１
日
か
ら

ク
リ
ー
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施

駅
前
放
置
自
転
車

10
月
27
日
は

投
票
日（
予
定
）で
す

参
議
院
議
員
補
欠
選
挙

気
軽
に
相
談
を

市
民
な
ん
で
も
相
談

10
月
１
日
か
ら
11
月
30
日
ま
で
、
県

下
一
斉
に
駅
前
放
置
自
転
車
ク
リ
ー
ン

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

駅
周
辺
で
は
、
歩
道
や
車
道
に
無
秩

序
に
放
置
さ
れ
た
自
転
車
や
バ
イ
ク
が

歩
道
の
幅
を
狭
め
た
り
、
点
字
ブ
ロ
ッ

ク
を
隠
し
た
り
し
て
、
歩
行
者
に
大
変

迷
惑
を
か
け
て
い
ま
す
。
特
に
、
障
害

者
や
高
齢
者
の
通
行
に
は
、
大
き
な
支

障
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
災
害
時
に
は
、
緊
急
活
動
や

避
難
の
妨
げ
に
も
な
り
ま
す
。

自
転
車
や
バ
イ
ク
の
利
用
者
は
市
営

駐
輪
場
な
ど
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

10
月
27
日（
日
）は
、
参
議
院
千
葉
県

選
出
議
員
補
欠
選
挙
の
投
票
日
（
予
定
）

で
す
。
投
票
時
間
は
午
前
７
時
か
ら
午

後
８
時
ま
で
で
す
。

ま
た
、
不
在
者
投
票（
予
定
）は
、
10

月
10
日（
木
）か
ら
26
日（
土
）ま
で
、

土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
含
む
毎
日
、
市

役
所
４
階
選
挙
管
理
委
員
会
で
、
午
前

８
時
30
分
か
ら
午
後
８
時
ま
で
で
き
ま

す
。
大
切
な
一
票
で
す
。
必
ず
投
票
し

ま
し
ょ
う
。

※
く
わ
し
く
は
市
選
挙
管
理
委
員
会

（
1
22
‐
１
１
１
１
　
内
線
３
１
５

２
）
へ
。

ル
ー
ル
を
守
り

安
全
な
建
築
物
を

違
反
建
築
防
止
週
間

10月は遠山地区、
11月にはニュータウン地区で開催
市政懇談会は、市民のみなさんから市政に関する
幅広い意見や要望をお伺いし、市政に反映させるこ
とで「市民参加のまちづくり」を推進することを目
的に行われるものです。参加を希望する人は直接会
場へお越しください。

市政懇談会

歩道に放置された自転車

地　　区 日　　時 会　　場

遠　山
10月18日（金）

遠山公民館
午後2時～4時

ニュータウン
11月15日（金）

市体育館
午後7時～9時

※くわしくは市民相談所（120-1507）へ。

10
月
21
日
か
ら
27
日
ま
で
の
行
政
相

談
週
間
に
ち
な
み
、「
市
民
な
ん
で
も

相
談
」
を
開
設
し
ま
す
。

行
政
に
関
す
る
苦
情
や
意
見
を
は
じ

め
、
人
権
相
談
や
家
事
・
民
事
な
ど
の

日
常
生
活
で
起
こ
る
い
ろ
い
ろ
な
相
談

を
お
受
け
し
ま
す
。
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

●
日
時
＝
10
月
21
日（
月
）
午
前
10
時

〜
午
後
３
時

●
会
場
＝
市
役
所
２
階
２
０
１
会
議
室

●
相
談
内
容
＝
行
政
に
関
す
る
苦
情
や

意
見
、
家
庭
内
の
問
題
、
隣
人
関
係
、

人
権
問
題
な
ど

●
相
談
員
＝
行
政
相
談
委
員
、
人
権
擁

護
委
員
、
市
民
生
活
相
談
員
ほ
か

※
く
わ
し
く
は
市
民
相
談
所
（
1
20

‐
１
５
０
７
）
へ
。

※
く
わ
し
く
は
建
築
指
導
課
（
1
20

‐
１
５
６
４
）
へ
。

10
月
11
日
か
ら
17
日
は
、
違
反
建
築

防
止
週
間
で
す
。
わ
た
し
た
ち
が
安
心

し
て
暮
ら
す
た
め
に
は
、
建
築
物
が
安

全
で
あ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

建
築
基
準
法
は
、
生
命
・
健
康
・
財

産
を
保
護
す
る
た
め
、
地
震
や
火
災
な

ど
に
対
す
る
安
全
性
に
関
す
る
基
準
を

定
め
て
い
ま
す
。
こ
の
基
準
は
、
建
築

物
を
建
て
る
場
合
に
は
必
ず
守
ら
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
週
間
を
き
っ
か
け
に
、
新
築
や

増
改
築
す
る
と
き
は
、
建
築
基
準
法
に

適
合
し
て
い
る
か
建
築
士
と
よ
く
相
談

し
ま
し
ょ
う
。

な
お
、
こ
の
期
間
中
に
「
一
斉
公
開

建
築
パ
ト
ロ
ー
ル
」
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

市政懇談会の日程

（お知らせ）10月3日に開催を予定していた豊住地区市
政懇談会は延期となりました。
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相 談 日

◆市民相談所（120-1507）
市民（行政）相談
月～金曜日　8時30分～5時
市民生活相談（家事・民事）
月・木曜日　9時～4時
法律相談（予約制）
水曜日　1時～4時
（裁判所で係争中の事件は除く）
市民なんでも相談 21日（月）10時～３時
不動産相談 15日（火）10時～正午
税務相談 15日（火）10時～3時
外国人相談
10日（木）・24日（木）1時～4時
（英語･中国語･スペイン語･ポルトガル語）
もめごと・しんぱいごと・なやみごと相談
22日（火）9時～4時
市民よろず相談 19日（土）1時～4時
（市民よろず相談のみ会場は豊住公民館第1会議室）

◆商工観光課（電話は各相談室へ）
女性就業相談 水・金曜日 10時～4時
（122-1111･内線2724市役所2階相談室）
来所前に必ず電話をしてください。
高齢者職業相談 月～金曜日 9時～4時
（122-1111・内線2725市役所2階相談室）
住宅相談 10日（木）10時～正午
（住宅の電気に関する相談も含む）
（122-2101・成田商工会議所）

◆パートサテライト（122-8281）
パートタイマー職業相談
月～金曜日 9時～4時

◆消費生活センター（123-1161）
消費生活相談 月～金曜日 10時～4時

◆保険年金課（120-1526）
年金相談 水曜日　10時～3時

◆市民生活課（120-1527）
交通事故相談 1日（火）10時～3時

◆社会福祉協議会（127-7755）
心配ごと相談 木曜日 10時～3時
酒害相談 3日（木）・17日（木）9時～正午

◆高齢者福祉課（120-1537）
介護相談 10日（木）2時～4時
場所　セントアンナ在宅介護支援センター
（135-6071）

◆児童家庭課（120-1538）
家庭児童相談 月～金曜日 9時～4時

◆厚生課（120-1536）
戦没者遺族相談 28日（月）10時～3時

◆開発協会（市体育館）（126-7251）
健康体力相談 火曜日　9時～正午

◆教育指導課（120-1582）
就学相談（予約制）月・火・木曜日 9時～5時

◆教育センター（120-6336）
教育相談（予約制）火曜日 9時～4時

◆教育相談室（128-3234）
（ニュータウンセンタービル6階）
教育相談 月～金曜日 10時～5時
（不登校相談も）

便
利
で
確
実
な

口
座
振
替
制
度
を

水
道
料
金
の
納
付

必
要
な
情
報
が
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
見
ら
れ
ま
す

生
涯
学
習
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム

所
有
者
は

し
っ
か
り
と
管
理
を

空
き
地
の
管
理
に
つ
い
て

※
登
録
方
法
な
ど
く
わ
し
く
は
生
涯

学
習
課
（
1
20
‐
１
５
８
３
）
へ
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
対
策
課
（
1
20

‐
１
５
３
２
）
へ
。

市
民
の
み
な
さ
ん
が
生
涯
学
習
活
動

を
行
う
上
で
必
要
な
「
学
習
機
会
情
報
」

「
施
設
情
報
」「
人
材
情
報
（
人
材
バ
ン

ク
）」「
団
体
情
報
」
の
４
つ
の
情
報
を
、

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
検
索
す
る
こ

と
が
で
き
る
生
涯
学
習
情
報
提
供
シ
ス

テ
ム
が
10
月
１
日
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま

し
た
。

な
お
、
各
公
民
館
・
市
立
図
書
館
な

ど
に
も
同
様
の
情
報
を
掲
載
し
た
情
報

紙
を
置
き
ま
す
の
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
利
用
で
き
な
い
人
で
も
、
必
要
な

情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

市
で
は
人
材
情
報
と
団
体
情
報
の
２

種
類
の
情
報
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
情

報
を
登
録
す
る
に
は
、
本
人
ま
た
は
団

体
の
代
表
者
の
申
請
が
必
要
で
す
。

空
き
地
に
雑
草
を
伸
び
放
題
に
し
て

お
く
と
、
ご
み
の
捨
て
場
所
と
さ
れ
た

り
、
害
虫
の
発
生
原
因
と
な
り
、
周
囲

に
大
変
迷
惑
を
か
け
ま
す
。
ま
た
、
交

通
の
障
害
や
火
災
の
原
因
と
な
り
、
思

わ
ぬ
被
害
を
及
ぼ
し
か
ね
ま
せ
ん
。

空
き
地
の
所
有
者
は
、
周
囲
の
迷
惑

に
な
ら
な
い
よ
う
、
早
め
に
草
刈
り
を

す
る
な
ど
、
し
っ
か
り
と
し
た
土
地
管

理
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

市
で
は
、
草
刈
り
機
を
無
料
（
刈
り

刃
と
燃
料
は
使
用
者
負
担
）
で
貸
し
出

し
て
い
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

市
営
水
道
料
金
が
納
期
限
内
に
支
払

わ
れ
な
い
場
合
は
、
督
促
状
や
給
水
停

止
予
告
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
に
も
か
か
わ
ら
ず
納
付
さ
れ
な
い
と

き
は
、
給
水
を
停
止
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

水
道
料
金
の
支
払
い
は
、
金
融
機
関

な
ど
の
窓
口
や
コ
ン
ビ
ニ
で
も
で
き
ま

す
が
、
市
で
は
便
利
で
確
実
な
口
座
振

替
を
お
勧
め
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
納

入
通
知
書
を
紛
失
し
た
人
は
、
料
金
徴

収
委
託
先
の

ジ
ェ
ネ
ッ
ツ（
1
22
‐

８
８
８
１
）へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
市
水
道
部
業
務
課

（
1
22
‐
０
２
６
９
）
へ
。

イベントや学びの情報がいっぱい

10月の水道水の排水作業日程
水道部では、赤水の発生を防ぐため、次のとおり水道管内の排水作業を行います。
期間中は、一時的に減水あるいは赤水になることもありますので、ご了承ください。
なお、受水槽を使用している場合は、万一に備え適切な措置をお願いします。

※くわしくは市水道部工務課（122-0269）へ。

作業日 地　区　名 作業時間
10月07日（月） 並木町（大久保台・成瀬台）地区

午後10時
10月08日（火） 並木町（上記以外）・不動ケ岡地区
10月09日（水） 飯田町・囲護台地区

午前04時
10月10日（木） 宗吾・江弁須地区

〜

（株）


